
■学校という起業■ 

ほぼ週刊【松村拓也のメールマガジン】第 206号 

こんにちは、松村拓也です。 

E-Mailと Facebookで松村拓也の活動についてほぼ毎週お届けしています。 

名刺交換した方や、突然思い出した方にもお届けしますので、ご迷惑であればお知らせください。 

できれば勤務先でなく、個人のアドレスにお届けしたいので、ご連絡ください。 

ご意見、ご質問大歓迎です。 

・・・・・・・・・・・・・・・ 
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1. ブログから：学校という起業 

 

起業に取り組む僕にとって、学校という事業が起業なのか、はじめはピンと来なかった。 

そこでまず、これまで多数の学校を立ち上げてきた知り合いに、この学校を診断してもらうことで、僕自身も学

校について学ぼうと考えた。 

学校コンサルというビジネスは、決して表には出てこない。 

それは、彼らが学校のスタッフとして入り込み、学校の一員として活動するからだ。 

特段の資格もなく、ケースに応じて必要な役割を応分の報酬で担うので、まずは学校を診断しなければ業務範囲

どころか目的すら定まらない。 

ところが、僕がサポートする Nさんと、コンサルの Tさんは、初めから対立した。 

それは、学校を目指すのか、目指さないのかという根本的な方向性の違いだった。 

・ 

Nさんの経営する学校は、いわゆるインターナショナルスクールで、日本の法律では学校に該当しない。 

日本の学校には、学校教育法の第 1条に定められている一条校と、第 134条（旧第 83条）に定められる各種学

校があり、インターナショナルスクールは各種学校に該当する。 

だが、都道府県知事から各種学校の認可を受けた学校は 125校に過ぎず、Nさんの学校はもちろん認可を受けて

いない。 

なので、せめて各種学校として認可を取らなければ、「学校」と呼ぶことすら許されず、学園や学院にしなければ

ならない。 

「どこかの国をバックに付けて、各種学校を目指すべき」という T さんに対し、「どこかの国に属したら、それ

はインターナショナルスクールとは言えない。」と、Nさんは一歩も譲らない。 

僕はこのやり取りを聞きながら、問題の核心は「学校という言葉の狭義と広義の違い」だと気が付いた。 

・ 



狭義の学校とは、法律が定める学校のこと。 

日本国憲法はすべての国民に教育を受ける権利と与える義務を定めている。 

この憲法のもとに教育基本法が定められ、そのもとで教育機関の在り方を定めるのが学校教育法だ。 

そこには、「良き日本国民」を育てるための指針と仕組みが定められ、すべての国民に初等・中等・高等教育の機

会が与えられている。 

したがって、すべての公立学校はこの法律の下に設置され、ほとんどの私立学校もこの仕組みの中にある。 

だからこそ、どこの学校を卒業しても、その上の過程に進学できるし、私立学校への助成も充実している。 

だが、これらの学校で義務教育を受けていない子どもが 14万人いると言う。 

彼らが行く「その他の他の教育機関」も、そこに行かせる親たちも、すべてが狭義の教育を逸脱し、法を犯して

いる。 

・ 

さらに僕は、もう一つの狭義に気が付いた、それは「日本」という島国だ。 

インターナショナルという言葉から僕たちは、外国人や英語教育、そしてミッション系スクールなどをイメージ

する。 

だが、これらは全て日本独特の思い込みで、決して世界の常識ではない。 

まず「インターナショナル」という言葉を調べると、「①社会主義運動の国際的組織の通称」とか、「②19世紀の

フランスで作られた有名な革命歌で、万国の労働歌・ソ連の旧国歌となった。」などが出てくるばかりだし、「イ

ンターナショナルスクール」という言葉自体、諸外国では「多国籍・多民族」の教育機関を意味している。 

したがって、英語を使うのはあくまで共通語としてであり、英語教育が目的では無い。 

数年前まで世田谷にあった留学生会館に暮らす留学生たちは、60か国を越える国々から来ていたので、そこでの

共通語は明らかに日本語だった。 

さらに言えば、ミッション系スクールとは、完全に日本独自のスタイルで、外国人はたとえクリスチャンでも入

学したがらないという。 

結局「外国風学校」というのが、狭義のインターナショナルスクールに思える。 

・ 

Nさんが目指しているインターナショナルスクールとは、「誰もが訪れることができるまちに開かれた学校」だ。 

結局僕は、これまで自分がイメージしていた「学校」、「世界」、「交流」といった概念がことごとく狭義のイメー

ジだったことを知ることで、その意味を理解できるようになってきた。 

今社会では、「国の際(きわ)の争いを和らげる」ための「国際交流」という言葉を「多文化共生」に切り替えてい

るという。 

さらに言えば、「世界」という言葉だって「世の中の境い目」と解釈できる。 

考えてみれば、「新しいものを生むこと」は「違いを生み出すこと」。 

だからこそ、僕たちは違いを受け入れ、楽しめるようにならなければ、新しいものなど生み出せるはずがない。 

 

http://nanoni.co.jp/20190414-2/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

2. 今週のトピックス：記念イベント 2件 

 

今週は、ランドリソースに関する記念イベントが 2件あります。 

Ａ．笑恵館・開業 5周年記念イベント 



2014年の 4/1にオープンした笑恵館は、今月満 5周年を迎えます。 

これを記念して、今年の SHO-KEI-KAN 展は、5 年間に発行されたすべての「笑恵館だより」を、「屋外展示」

と「閲覧ファイル」で皆さんにご覧いただきます。 

 

題名：SHO-KEI-KAN展Ⅴ・笑恵館だより×60 

期間：2019/4/18～5/16 

場所：笑恵館駐車スペース（屋外展示）、笑恵館休憩室（閲覧ファイル） 

 

なお、初日の 4/18は、朝から設営を行い、夜の持ち寄り食事会をオープニングパーティに致します。 

設営を手伝ってくださる方は、奮ってご連絡ください。 

 

また、最終日の 5/16は、夕方展示を片付けて、夜の持ち寄り食事会を 5周年記念パーティといたします。 

期間中に募集を行い、最終日に発表や表彰を行う企画も募集しておりますので、気軽にご提案ください。 

（例）５周年記念・川柳グランプリ・・これまでの入選作と期間中の応募作の中から、グランプリを選出する。 

   落語チケットプレゼント・・・・会員のＫさんから寄贈された 6/1の落語ペアチケットを希望者に抽選で。 

 

Ｂ．名栗の森・辻村神社 落慶式 

 

名栗の森オーナーシップクラブでは、昨年 11 月の「タイヤ不法投棄事件」をきっかけに、ご神木周辺の環境整

備の機運が高まり、ついにこの度「小さな神社」を落慶することになりました。手作りの神事を執り行いますの

で、興味のある方、奮ってご参加ください。 

日時：2019年 4月 21日(日) 13時より 

場所：名栗の森ご神木（関東ふれあいの道 水源の道・白谷沢ルート途中） 

 

なお、当日は 10時に集合して準備などを行います。 

詳細は、このメールに返信してお尋ねください。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

3. 今後の予定：今週・来週以降 

 

凡例 ○面談歓迎：来て下さればあなたの面談を優先。 

   ◎呼出歓迎：あなたのお誘いを優先、訪問可能。 

   ●同行可能：僕の訪問先にお連れします。 

   ★参加可能：あなたも参加可能なイベント。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（月）04/15 HfA 東北出張 陸前高田―気仙沼（気仙沼泊） 

（火）04/16 HfA 東北出張 宮城県各地（仙台泊） 

（水）04/17 HfA 東北出張 福島県各地（夜帰京） 

（木）04/18 ○13～18時 面談可（笑恵館） 

13～18時 ★なるほどデイ（笑恵館） 

18～20時 ★笑恵館 5周年パーティ①（笑恵館） 



（金）04/19 ◎終日 面談可（青葉台） 

（土）04/20 ○09-18時 面談可（笑恵館） 

13-17時 ★各種セミナー（笑恵館） 

（日）04/21 ○14-18時 面談可（飯能・名栗） 

 10-14時 ★名栗の森オーナーシップクラブ例会（名栗） 

 

■その後のイベント 

04/25 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

04/27 ★各種セミナー（笑恵館） 

05/09 ★日本土地資源協会経営会議（笑恵館） 

05/09 ★笑恵館クラブ運営会議 

05/10 ★カプラー起業交流会（三茶） 

05/11 ★各種セミナー（笑恵館） 

05/16 ★なるほどデイ・持ち寄り食事会（笑恵館） 

05/26 ★名栗の森オーナーシップクラブ例会（名栗） 

 

相談のある人、一杯やりたい人、上記以外でも歓迎です。 

松村の予定はこちらで随時公開しています。http://nanoni.co.jp/schedule 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

4. アクセスポイント：問い合わせ先 

 

松村拓也 

メール takuya@nanoni.co.jp 

携 帯 090-9830-3669 

自 宅 株式会社 なのに(平社員) 

〒226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘 3-15-1 

http://nanoni.co.jp/ 

職 場 一般社団法人 日本土地資源協会(代表理事) 

http://land-resource.org/ 

笑恵館 〒157-0073 東京都世田谷区砧 6-27-19 

http://shokeikan.com/ 

メール配信をご希望の方はこちら 

http://land-resource.us10.list-manage.com/subscribe… 

フェイスブックグループはこちら 

https://www.facebook.com/groups/atamanonaka/ 


